
第 4章

南海トラフ地震臨時情報が

発表された場合

この章では、南海トラフ地震に関連する情報が発表された場合の

社会状況や住民の対応について説明します。
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（１）南海トラフ地震について

（２）南海トラフ地震に関連する情報の種類と発表条件

１ 南海トラフ地震と南海トラフ地震に関連する情報

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表時の対応

３ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時の対応
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④南海トラフ地震臨時情報が発表された場合

１ 南海トラフ地震と南海トラフ地震に関連する情報

（１）南海トラフ地震について

南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域として概ね100～150年

間隔で繰り返し発生してきた大規模地震です。前回の南海トラフ地震（昭和東南海地震（1944年（昭

和19年））及び昭和南海地震（1946年（昭和21年）））が発生してから70年以上が経過した現在

では、次の南海トラフ地震発生の切迫性が高まってきています。

気象庁では、南海トラフ全域を対象として地震発生の可能性を評価した結果を「南海トラフ地震に関

連する情報」として発表するにあたり、有識者による「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を

開催しています。

評価検討会には、観測データに異常が現れた場合に南海トラフ地震との関連性を緊急に評価するため

の臨時の会合と、平常時から観測データの状況を把握するために原則毎月１回開催している定例の会合

があります。

県内の地震・防災観測施設：約490

【水準点の経年変化】

御前崎市内にある水準点は、掛川

市内にある水準点を基準にした場合、

季節的な上下運動を繰り返しながら

長期的な沈降傾向が続いています。

この現象は、フィリピン海プレー

トの沈み込みに伴う地殻変動です。

2009年（平成 21年）にみら

れる大きな変化は、2009（平成

21年）年８月11日の駿河湾の地

震（M6.5）により、地表付近の局

所的な変動の影響を受けたもので

す。

（出典：国土地理院「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会及び

地震防災対策強化地域判定会 記者会見資料（国土地理院分）」

例１

南海トラフ地震に関連する情報に使われる観測データ
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④南海トラフ地震臨時情報が発表された場合

（参考）静岡県及び周辺に設置している、南海トラフ地震に関連する情報の発表に用いるためのひずみ

計の配置図

【GPSによる地殻変動】

GPS(Global Positioning System)とは、

人工衛星からの電波を受けて自分の位置を

求めるための装置で、一般ではカーナビゲー

ションなどに利用されています。2台以上の

装置を用いてデータ処理することにより、地

殻変動を観測し、現在ではミリメートルの精

度で精密かつ連続的に観測できるようにな

りました。右図の矢印が地面の動いた方向と

大きさを表しています。

（出典：国土地理院「南海トラフ沿いの地震に関する

評価検討会及び地震防災対策強化地域判定会

記者会見資料（国土地理院分）」

（２）南海トラフ地震に関連する情報の種類と発表条件

「南海トラフ地震に関連する情報」は、南海トラフ全域を対象に地震発生の可能性の高まりについて

お知らせするもので、この情報の種類と発表条件は以下のとおりです。

南海トラフ地震臨時情報

・南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するか

どうか調査を開始した場合、または調査を継続している場合

・観測された異常な現象の調査結果を発表する場合

例２

●気象庁設置

■静岡県設置
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④南海トラフ地震臨時情報が発表された場合

南海トラフ地震関連解説情報

・観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発表する場合

・「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査結果を発表する場合（ただ

し南海トラフ地震臨時情報を発表する場合を除く）

※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始した旨や調査結果を南海トラフ地震関連

解説情報で発表する場合があります。

「南海トラフ地震臨時情報」は、情報名の後にキーワードを付記して「南海トラフ地震臨時

情報（調査中）」等の形で情報発表されます。

※詳細は気象庁ホームページで確認できます。

（https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/nteq/info_criterion.html）

発表する情報名

（括弧内がキーワード）
各キーワードを付記する条件

南海トラフ地震臨時

情報（調査中）

下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を開催

する場合

・監視領域内（下図黄枠部）でマグニチュード6.8 以上の地震が発生

・１カ所以上のひずみ計での有意な変化と共に、他の複数の観測点でもそれに関係す

ると思われる変化が観測され、想定震源域内のプレート境界（下図赤枠部）で通常

と異なるゆっくりすべりが発生している可能性がある場合など、ひずみ計で南海ト

ラフ地震との関連性の検討が必要と認められる変化を観測

・その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化を示す可能性のある現象が

観測される等、南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認められる現象を観測

南海トラフ地震臨時

情報（巨大地震注意）

・監視領域内において、モーメントマグニチュード7.0 以上の地震が発生したと評価

した場合（巨大地震警戒に該当する場合は除く）

・想定震源域内のプレート境界面において、通常と異なるゆっくりすべりが発生した

と評価した場合

南海トラフ地震臨時

情報（巨大地震警戒）

想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュード8.0 以上の地震

が発生したと評価した場合

南海トラフ地震臨時

情報（調査終了）
（巨大地震注意）、（巨大地震警戒）のいずれにも当てはまらない現象と評価した場合
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④南海トラフ地震臨時情報が発表された場合

想定震源域内のプレート境界部（図中赤枠部）と監視領域（想定震源域内および想定震源域の海溝軸

外側50km程度：図中黄枠部）

情報発表までのフロー

評価の結果

発表される情報

(最短約2時間後)

南海トラフの想定震源域の

プレート境界面で

通常とは異なるゆっくりす

べりが発生した可能性

通常とは異なる「ゆっくり

すべり」を観測したと評価

M7.0 以上の地震が発

生したと評価
プレート境界でM8.0以上

の地震が発生したと評価

南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震注意）発表

日頃からの地震の備えを再確認
地震の発生に注意

しながら通常の生

活を行う

南海トラフ地震臨時

情報（調査終了）

発表

南海トラフ地震臨時情報（調査中）発表

南海トラフの想定震源域またはその周辺で

M6.8程度以上の地震が発生
観測した

異常な現象

(２～３分後)

南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）発表

防災対応

発生した地震について評価
観測した異常現象

を評価

津波警報等発表 津波から安全な場所へ避難！

・日頃からの地震の備えを

再確認

・事前避難対象地域の住民は

１週間避難

緊急地震速報
(数秒

～数十秒後)

右のいず

れにも該

当しない

場合

異常な現象に

対する評価
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④南海トラフ地震臨時情報が発表された場合

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表時の対応

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合、住民は日常生活を行いつつ、次のよう

な対応が求められます。

３ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時の対応

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合も住民は日常生活を行いつつ対応するこ

ととなります。具体的な対応は「２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）発表時」と同様です。

ア 避難場所・避難経路の確認

イ 家族との安否確認手段の確認

ウ 家具の固定の確認

エ 非常持出品の確認 など

① 日頃からの地震への備えの再確認

ア 高いところに物を置かない

イ 屋内のできるだけ安全な場所で生活

ウ すぐに避難できる準備（非常持出品等）

エ 危険なところにできるだけ近づかない など

② できるだけ安全な防災行動
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④南海トラフ地震臨時情報が発表された場合

事前避難対象地域内における対応

事前避難対象地域とは、後発地震に伴う津波に備えて、１週間避難を継続するよう呼びかけられる地域

のことで、地域の実情に応じて市町が設定します。この地域内の住民は、南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震警戒）が発表された場合、次のような対応が求められます。

※事前避難対象地域は、避難に時間が要する要配慮者を対象とする「高齢者等事前避難対象地域」と、全

住民を対象とする「住民事前避難対象地域」の２種類に分けられています。

県内の事前避難対象地域の指定状況については、各市町の防災担当課にお問い合わせいただくか、静岡

県ホームページを御覧ください。

（https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/nankaitorahu_2.html）

ア 高齢者等事前避難対象地域内※の住民

（最初の地震に伴う大津波警報または津波警報の解除後）避難に時間が要する要配慮者は引き続き１

週間避難を継続します。要配慮者以外の住民は避難を継続しません。

イ 住民事前避難対象地域内※の住民

（最初の地震に伴う大津波警報または津波警報の解除後）全住民は引き続き１週間避難を継続します。

１週間の事前避難
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